
第４次笠間市行財政改革大綱実施計画　令和５年度実績の概要

Ⅰ 実施計画策定の趣旨

Ⅱ 令和５年度の実績の総括

　　　　　　◎：進んでいる　

　　　　　　○：計画どおり

　　　　　　□：ほぼ計画どおり

　　　　　　▲：遅れている

計

Ⅲ 令和５年度の取組状況の概要

１　時代の変化に対応した仕組み改革
（１）デジタル技術を活用した市民生活の向上

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ①  ＳＮＳによる広報の充実 ◎
市長公
室

秘書課
☆登録者合計
数

20,400 25,992

引き続き市政懇談会などで登録者の増加を推進するととも
に、関係部署と連絡を密にして発信する情報の取得を行
い、発信情報の増加と魅力的な投稿内容の作成を進めてい
く。

魅力的な投稿の作成と投稿数の増加を進め、より多くの人に見てもら
えるような記事作りに務めた。例えば、インスタグラムでは投稿内容を
ストーリーズで共有するなど各媒体の特性を活かした工夫も努めるこ
とで、さらなる登録者数増加を推進した。

引き続き魅力的な投稿を行うために、関係部署と連携しながら発
信する情報を取得を積極的に行っていく。また、市政懇談会等で
SNS登録推進チラシを配布するなど、さらなる登録者数の増加に
努めていく。

 ② 
自治体情報システムの標準化・共通
化

○
政策企
画部

デジタル
戦略課

基幹系システム
の標準化

現行システムと、国が示した仕様書との差異分析を進める
とともに、他自治体や現行ベンターとも情報連携を密にし、
情報収集に努める。

国や事業者が主催する説明会に参加をし、動向に注視するとともに、
標準仕様書と現行システムの差異分析を実施し、標準オプションと実
装不可能な機能について対応の準備を進めた。

差異分析の結果を基に、標準オプションと実装不可能な機能につ
いて対応を進めるとともに、他自治体や現行ベンターとも情報連
携を密にし、ガバメントクラウドへの接続の共同調達について情報
収集に努める。

 ③ ビッグデータの活用 ○
政策企
画部

デジタル
戦略課

構築したＧＩＳシステムのデータの更新を実施するとともに、
利活用を促す広報を実施する。

令和５年５月に運用開始した市民が閲覧できる笠間市地理情報シス
テムにおいて、航空写真、位置指定道路、小中学校学区エリア、埋蔵
文化財包蔵地のほか、道路、水道、下水道の各種台帳を最新データ
に更新した。また、当該データの窓口照会者に対して、笠間市地理情
報システムを案内し、利用率向上を図った。

構築したＧＩＳシステムのデータの更新を実施するとともに、通学路
の危険個所などを追加搭載し、利活用を促す広報を実施する。

 ④ 申請のオンライン化 ◎
政策企
画部

デジタル
戦略課

作成した延べオ
ンライン化様式

1,000 1,330 
引き続きオンライン申請の対応を行うとともに、広報を実施
することで、オンラインで行政手続が可能なことの市民周知
を図り、申請件数を伸ばしていく。

新たに４１６件の様式を追加しオンライン申請の拡充を図ったほか、オ
ンライン申請強化月間を定め、窓口等で利便性をPRした。また、一部
の窓口においても、オンライン申請の操作方法を指導し、利用率向上
を図った。

マイナンバーを活用した本人確認や本人通知サービスの活用、オ
ンラインで行える手続きの追加などにより、利用者の利便性を向
上させ利用促進を図る。

 ⑤ 
デジタルトランスフォーメーション（Ｄ
Ｘ）計画の推進

○
政策企
画部

デジタル
戦略課

デジタル技術の
活用数及びデ
ジタルによる業
務改善件数

- 27
第２次ＤＸ計画に基づき、デジタル人材の育成とオンライン
申請の普及促進を重点テーマとしてデジタル化を推進す
る。

ノーコード、ローコードの開発ツールにより介護認定管理などの行政内
部でのシステム構築や、難病患者等の支援金支給に関する情報を電
子化するテスト運用を行った。また、ＩＴリーダーを公募制に変更し、外
部機関の集合研修や民間企業のオンライン学習を実施し、育成に努
めた。（ＩＴパスポート８名取得）

デジタル人材育成の重点テーマとして、ＩＴリーダー等に業務改革
に関する研修を実施する。

 ⑥ 投票事務の見直し □ 総務部 総務課
当日投票システ
ムの導入数

導入検討
投票率向上の取り組みを検討するなかで、当日投票システ
ムの拡大を検討する。

令和5年度については、当該選挙執行がなかったため。
投票率向上の取り組みを検討するなかで、当日投票システムの
拡大を検討する。

 ⑦ 
学校教育におけるデジタル化の推
進

□ 教育部 学務課

☆授業にICTを
活用して指導す
ることができる
教職員の割合
（％）

90 91.8
ICT活用教育研究会で市内の高等学校や特別支援学校とも
情報共有・交換を実施し、タブレット端末の効果的な利用方
法を図っていく。

ICT活用教育研究会で市内小中義務教育学校だけでなく、市内の高
等学校や、特別支援学校と情報共有、交換することができた。また、大
学の教授を招聘し授業だけでなく業務にも使用できるサイトやアプリの
紹介をいただいた。

校務DX戦略アドバイザー制度を使用しICT活用に関する研修を進
めていく。また、超過勤務抑制のため部活の外部委託や制度の見
直し、効果的なシステム導入を図っていく。

　本市では、「攻めと守りの自治体経営」を基本理念として、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とする第４次行財政改革大綱を定め、行財政改革を進めています。
　当大綱は、「時代の変化に対応した仕組み改革」「新たな働き方への環境整備」「健全な財政運営」の３つを基本方針とする、６５の実施項目で構成されています。
　なお、６５項目のうち２項目は、令和４年度で取組を終了したため、現在６３項目の取組を実施しています。

　令和５年度の取組の進捗状況は、「◎：進んでいる」が８項目、「○：計画どおり」が３２項目、「□：ほぼ計画どおり」が１８項目、「▲：遅れている」が５項目となり、６３項目中５８項目（９２％）の項目が、ほぼ計画どおり以上の結果となりました。
　特に「取材及び記事作成の外部委託」「笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の推進」「企業誘致及び市内企業の規模拡張」をはじめとした８項目は、計画よりも進んだ取組を実施しました。
　これらの実績を踏まえて、令和６年度の具体的な取組計画を検討しましたので、計画よりも遅れている項目の改善を図りながら、引き続き、当市の行財政改革を推進してまいります。

令和５年度実績の進捗状況

8 13%

32 51%

18 28%

5 8%

63項目 100%

資料１

1



（２）公民連携の強化

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 取材及び記事作成の外部委託 ◎
市長公
室

秘書課
外部委託取材
件数(回)

45 60
引き続き内部打ち合わせを定期的に行い、外部委託を進
め、記事内容の充実を図っていく。

定期的に行う内部打ち合わせを踏まえて土日祝日の取材について外
部委託を進め、職員の負担軽減と、視点を変えた記事内容の作成お
よび情報発信を行い、委託件数を大幅に増やした。

引き続き内部打ち合わせを定期的に行い、外務委託を進め、記事
内容の充実を図っていく。

 ② 多様性が享受できる社会の実現 □ 総務部 総務課

☆「いばらきダ
イバーシティ宣
言」登録企業・
団体数（団体）

4 13

ダイバーシティ社会への理解を深めるため、宣言を行った
企業等の取組を市広報紙やSNSで紹介するなど効果的な
情報発信や意識啓発の充実を図るとともに、いばらきダイ
バーシティ宣言への登録を勧める。

市内の企業や団体へ「いばらきダイバーシティ宣言」への登録を勧奨
した結果、登録団体は13団体となった。

ダイバーシティ社会への理解を深めるため、宣言を行った企業等
の取組を市広報紙やSNSで紹介するなど効果的な情報発信や意
識啓発の充実を図る。また、いばらきダイバーシティ宣言への登
録を勧めるとともに、いばらきダイバーシティスコアチャレンジ企業
への登録を勧める。

 ③ 
公民連携の推進（産学官連携の推
進）

○
政策企
画部

企画政
策課

新技術の導入など新たな取り組みを含めた効果的な公民
連携を推進するための制度など仕組みの強化を図る。

公民連携においては、公民連携を推進する市の姿勢を示すとともに公
民連携の方針・手法等を定める「笠間市公民連携推進条例」を制定し
た。また、官学連携においては、大学入試に地域枠を設けるなどの新
たな取組みを展開した。

公民連携においては、未来に向けて進むまちの形成を達成するた
めに、行政及び民間が連携した公共サービスの提供を図る。ま
た、官学連携においては、既存の連携大学との取組みを拡充し、
合わせて新たな大学との連携強化を促進する。

 ④ 行政区制度の円滑な運用 □ 総務部 総務課 行政区加入率 69.72 68.11

行政区在り方検討委員会からの報告を踏まえ、市の考え方
を作成し市民に周知する。
総務課並びに各支所地域課において、窓口に来庁した住宅
関連事業者に対し、新規転入者等に対する加入促進チラシ
の配布を依頼する。アドバイザーを配置するなどし、問題を
抱えている行政区へのサポート体制を構築する。

総務課並びに各支所地域課において、窓口に来庁した住宅関連事業
者に対し、新規転入者等に対する加入促進チラシの配布を行った。ま
た、区長や役員から行政区で抱えている課題解決へ向けて行政区加
入促進アドバイザーを市内１３地区に派遣した。さらに区長業務の負
担軽減や行政区への情報伝達の迅速化を目的に、一部の行政区に
対しデジタルによる情報発信の課題を検証するため回覧文書の電子
化の実証実験を行った。

総務課並びに各支所地域課において、窓口に来庁した住宅関連
事業者に対し、新規転入者等に対する加入促進チラシの配布を
依頼する。また、行政区加入促進アドバイザーを市内各地区へ派
遣し、問題を抱えている行政区へのサポート体制を強化する。さら
に令和５年度から区長の負担軽減等を目的に行ってきた回覧文
書の電子化の実証実験を拡大させ、実験後に行うアンケート調査
の意見を反映させながら、回覧文書の電子化を進める。

 ⑤ 自主防災組織の結成促進 □ 総務部
危機管
理課

☆自主防災組
織の活動カバー
率（％）

64.5 64.4

区長会、出前講座、広報紙での自主防災組織の啓発。
自主防災組織未結成の行政区への通知及び説明会の実
施。
自主防災組織活動育成補助金の活用。

区長会、出前講座等での自主防災組織の啓発。

区長会、出前講座、広報紙での自主防災組織の啓発。
自主防災組織活動育成補助金の活用。
設立10年を超えている組織への資機材購入補助を行い既存組織
の活性化を図るとともに、未結成地区の結成を促す。

 ⑥ 
まちづくり市民活動助成金事業の推
進

□ 総務部 総務課
☆助成団体件
数

12 9
市民活動の活性化を図るため、本事業の周知を徹底し助成
団体を拡大していく。

地域活性化事業は新規申込み３件のうち３件採択した。継続事業は６
件となり合計９件に助成を行った。

市の施策に沿ったテーマを決めて募集を行いより多くの団体に有
効な支援ができるよう、本事業の周知を徹底し助成団体を拡大し
ていく。

 ⑦ 公立保育所の民営化 ○
保健福
祉部

こども福
祉課

民営化施設数
(延べ)

2 2

スムーズに移行できるよう運営法人と連携し、子ども、保護
者、地権者及び近隣住民への丁寧な説明を行うとともに、
建物及び備品等の受渡しのための事務手続きを進めてい
く。

ともべ保育所について令和６年３月３１日に「学校法人大成学園」へ建
物及び備品等の受け渡しを行った。令和６年４月１日より「学校法人大
成学園ともべ保育園」として運営を開始した。

令和７年度に予定している「くるす保育所」の方針見直しに向けて
検討を開始する。

 ⑧ 
地域子育て支援センター事業の外
部委託

○
保健福
祉部

こども福
祉課

民間委託数 2 2
令和6年度からの民間委託に向け検討及び準備を進めてい
く。

公募型プロポーザルを実施し、2事業者の応募があり、審査の結果、
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）と3カ年（令和6年度～令和8
年度）の契約を締結した。

民間事業者になって初年度をなることから、随時、委託業者と連
携を取りながら取り組んでいく。

 ⑨ 
ヘルスリーダーと連携した健康づくり
活動への支援

□
保健福
祉部

健康医
療政策
課

☆健康づくり推
進活動参加者
数

5,000 4,744

第2次笠間市健康づくり計画に沿って事業を実施し、市民へ
の健康づくり推進を図る。ヘルスリーリーダーの育成では研
修会を2テーマ11回開催。市委託事業（食育推進事業、健康
維持増進事業）については新たに子育て世代に向けた教室
を実施する。ヘルスリーダー養成講習会をオンライン開催を
設けて実施する。

ヘルスリーダー研修会を12回開催。会員の受講率が高く、研修で得た
知識や情報を基に市民への健康づくり普及啓発を行った。健康づくり
推進活動として、食育推進事業「小学生親子食育教室（調理体験型）」
8回開催222人、「高校生食育教室（調理体験型）」2回76人、食育広報
活動9回（内2回はWeb配信：154回再生）、HL地区活動（生活習慣病予
防事業15回259人、食育推進事業19回700人）がん検診声かけ運動
3,000人、県委託事業3回127人の実績を得た。ヘルスリーダー養成講
習会を6回開催し（内2回はオンライン開催）、8名が修了し令和6年度よ
り新会員として活動を開始する。

第2次笠間市健康づくり計画に沿って事業を実施し、市民への健
康づくり推進を図る。ヘルスリーダーの育成では研修会を3テーマ
10回開催し、うち1回を新規に米粉普及のための研修会として実
施する。会員数減少に伴い地区組織が14から10に集約となった
が、市委託事業（食育推進事業、健康維持増進事業）について各
教室を実施する。

 ⑩ 
友部・岩間駅自由通路・駅前広場管
理事業の指定管理者制度の導入

-
都市建
設部

管理課 令和4年度で終了

 ⑪ 効果的な水泳授業の推進 □ 教育部 学務課

☆民間委託した
学校数（校）*専
門指導員の派
遣のみも含む

15 15

・笠間地区については５校すべての小・中・義務教育学校、
友部地区については５校すべての小学校及び友部第二中
学校の６校、岩間地区については４校すべての小・中学校
の計１５校について、水泳授業を民間委託する。

・笠間地区５校、岩間地区４校のすべての小中学校・義務教育学校に
おいて、水泳授業の民間委託を実施した。友部地区について、水泳部
が活動している友部中を除く６校で水泳授業の民間委託を実施した。

・友部中について、水泳部員が中学２年生に在籍・活動しているた
め、部員がいなくなるR8年度以降に水泳授業の民間委託を実施
予定。
・学校プール施設の取壊しについて、小学校１校を予定。
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（３）事業・業務の見直し

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 広聴事務の「見える化」の推進 □
市長公
室

秘書課 公開意見数 50 42
引き続き担当部署と連携して意見者への回答を行い、市民
に広く共有すべき意見は公開していく。

広く市民に共有すべき内容について公開し、情報共有を行った。なお、
意見等があった際には早急に担当部署と共有し、速やかな回答に努
めた。

引き続き担当部署と連携して意見者への回答を行い、市民に広く
周知すべき意見は公開していく。

 ② 広域連携の推進 ○
政策企
画部

企画政
策課

連携中枢都市圏ビジョンの事業スケジュールに基づき、２９
事業を実施していく。

連携中枢都市圏ビジョンの事業スケジュールに基づき、２９事業を実
施した。

連携中枢都市圏ビジョンの事業スケジュールに基づき、２９事業を
実施していく。

 ③ ＲＰＡの拡大 □
政策企
画部

デジタル
戦略課

ＲＰＡ導入業務
件数

18 16
引き続きＲＰＡの費用対効果を検証し、ライセンス数の適正
化や導入手続の統廃合の検討を実施する。

各課のＲＰＡ使用時期を調整し、ライセンス数の適正化を進めた。ま
た、ライセンス更新時期ごとの発注を一本化し、事務の効率化を図っ
た。

ＩＴリーダー等に業務改革に関する研修を実施し、新たなＲＰＡの導
入による業務効率化を図る。

 ④ 審議会等の見直し ▲
政策企
画部

企画政
策課

審議会の運営状況の実態把握を行い、廃止、統合を検討
し、見直しを実施する。

より積極的な見直しができるよう、調査項目の検討を行ったが、実態
調査に至らなかった。

審議会の運営状況の実態把握を行い、廃止、統合を検討し、見直
しを実施する。

 ⑤ 行政評価制度の適正な運用 ○
政策企
画部

企画政
策課

令和８年度に向けて、引き続き検討・検証を行う。
施策を構成する事業のスクラップを検討する際に、行財政改革大綱の
視点（デジタル技術の活用、公民連携の強化等）による評価を実施し、
各事業の今後の方向性を踏まえた上で、改善方策を検討した。

令和８年度に向けて、引き続き検討・検証を行う。

 ⑥ 
各種調査照会業務・定期刊行物等
の見直し

○
政策企
画部

企画政
策課

各課で実施している調査・照会や契約している定期刊行物
等の調査を行い、不要な事務を廃止する。

調査・照会業務の見直しを実施し、市有財産の調査について、引き続
き統合を検討することとした。
定期刊行物の見直しを実施し、１件（８千円）を廃止した。

令和５年度の見直しの結果、統合及び廃止に至る案件がほぼな
く、適正な事務が執行されているため、必要に応じて見直しの実
施を検討する。

 ⑦ 
笠間市役所地球温暖化対策率先実
行計画の推進

◎
環境推
進部

環境政
策課

温室効果ガス
排出量の削減
(％)

▲3％ ▲6.6%

第4期計画に基づき、基準年（平成25年度）から3%削減を達
成するため、特に削減することが難しくなっている電気使用
量について、課内エコ点検表を用いた節電点検の実施や環
境推進責任者および環境推進員を通じた職員一人ひとりの
節電対策の意識向上と合わせて、省エネ・再エネ設備の導
入促進を図り、前年度以下の電気使用量を目指す。

温室効果ガス排出量の削減実績は、基準年に対し計画目標値を達成
しているが、排出量削減対象とする温室効果ガスのうち、燃料種類別
の二酸化炭素排出量（使用量も）増減について、電気は増加してい
る。一方、前年度比の電気使用量は減少している。また、エコ点検表
を用いた節電点検の実施実績は5点満点中の4.8点と高水準であるこ
とから、職員一人ひとりの行動変容は醸成されてきた。

第4期計画に基づき、基準年（平成25年度）から7%削減を達成する
ため、特に削減することが難しくなっている電気使用量について、
継続して課内エコ点検表を用いた節電点検の実施や環境推進責
任者および環境推進員を通じた職員一人ひとりの節電対策の意
識向上により、省エネ・再エネ設備の導入促進を図り、今年度以
下の電気使用量を目指す。

 ⑧
高齢者運転免許自主返納支援事業
対象者の利便性向上による普及促
進

- 総務部
危機管
理課

令和4年度で終了

２　新たな働き方への環境整備
（１）組織力の向上

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 適正な定員管理 ○
市長公
室

人事課
☆職員数(定員
管理)

707 702

人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量
や業務分担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配
置を精査する。また職員の時間外労働、休暇取得状況など
勤務実態を把握し、適正な人員数を精査する。適正な人員
数を把握し採用につなげる。

人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量や業務分
担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配置を精査した。また
職員の時間外労働、休暇取得状況など勤務実態を把握し、適正な人
員数を精査した。適正な人員数を把握し採用につなげようとしたが、不
足が生じたため、会計年の任用職員で補った。

人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量や業務
分担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配置を精査す
る。また職員の時間外労働、休暇取得状況など勤務実態を把握
し、適正な人員数を精査する。適正な人員数を把握し採用につな
げる。

 ② 組織マネジメント力の向上 ○
市長公
室

人事課

マネジメント能
力向上のため
の研修の受講
者数

－ 334
人事評価制度の適正な運用を徹底し、管理職を中心とした
マネジメント能力向上研修を実施し、効率的かつ効果的な
組織機構や人員配置の見直しを行う。

人事評価制度の適正な運用を徹底し、ハラスメント防止研修を実施し
た。また効率的かつ効果的な組織機構や人員配置の見直しを行った。

人事評価制度の適正な運用を徹底し、管理職を中心としたマネジ
メント能力向上研修を実施し、効率的かつ効果的な組織機構や人
員配置の見直しを行う。

 ③ 
テレワーク（リモートワーク）の拡充
（ＰＣ等整備）

○
政策企
画部

デジタル
戦略課

柔軟な働き方がしやすい環境整備を促進するため、スマー
トフォンの内線化について検討を進め、導入可能なサービ
スを試行導入する。

スマートフォンの内線化については、公私分計サービス（公用で使用し
た電話と個人で使用した電話を分割清算するサービス）を活用して、テ
レワーク時でも職員に負担がかからないよう環境を整備した。

テレワークＰＣのWindows10サポート終了に伴い、端末更新の検
討を進めるとともに、全職員にチャットツールを導入し、柔軟な働
き方がしやすい環境整備を促進する。
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番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ④ 組織機構の整備 ○
市長公
室

人事課 部の数 － 11
人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量
や業務分担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配
置を精査し、必要に応じて見直しを実施する。

人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量や業務分
担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配置を精査し、必要に
応じて見直しを実施した。

人事・組織ヒアリングにより、市民ニーズ、各所属の業務量や業務
分担の状況を把握するとともに、組織機構や人員配置を精査し、
必要に応じて見直しを実施する。

 ⑤ 働きやすい環境の整備 ○
市長公
室

人事課
年間平均時間
外勤務時間数

－ 95
引き続き、長時間労働の是正、連続休暇の取得、男性職員
の育児休暇・休業の取得促進に取り組むほか、ハラスメント
防止対策強化など働きやすい環境の整備に努める。

引き続き、長時間労働の是正、連続休暇の取得、男性職員の育児休
暇・休業の取得促進に取り組んだ。ハラスメント防止対策強化のため、
笠間市職員ハラスメント防止等に関する指針を策定し、働きやすい環
境の整備に努めた。

引き続き、長時間労働の是正、連続休暇の取得、男性職員の育
児休暇・休業の取得促進に取り組むほか、笠間市職員ハラスメン
ト防止等に関する指針に基づく対応を充実させ、働きやすい環境
の整備に努める。
また、現在実施している日曜開庁の必要性を再考し、継続していく
か検討するとともに、窓口の開庁時間についても短縮を検討す
る。

 ⑥ 消防組織体制の見直し □
消防本
部

消防総
務課

岩間消防署庁
舎建設

完成 完成

・友部消防署庁舎建設は、市関係部局と協議し計画の見直
しを進める。
・職員採用計画に基づき人材確保の取組を行うとともに、定
年引上げに伴うポストの検討を市関係部局と協議し進め
る。

・友部消防署庁舎建設は、市関係部局と協議している。
・消防本部インターンシップを実施し、参加者14名中6名が受験し２名
が採用された。
・定年引上げに伴うポストは、消防本部各課で受け入れる。

・豪雨災害に伴う水難事故事案に対応するため、飯田ダムや池に
おいて救助訓練を実施し警察・県及び市関係部局との連携強化を
図る。
・傷病者が多数発生した事案の対処能力向上を図るため、医療機
関や市関係部局と相互連携した集団災害対応訓練を実施する。

（２）人材育成の推進

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 定年延長体制の確立 ○
市長公
室

人事課
定年対象者へ向けて情報提供・意思確認を行い、制度の運
用を進めるとともに、制度移行が完了する令和１３年度まで
に制度の効果的な運用方法を確立させる。

定年対象者へ向けて情報提供・意思確認を行い、制度の運用を進め
た。

定年対象者へ向けて情報提供・意思確認を行い、制度の運用を
進めるとともに、制度移行が完了する令和１３年度までに制度の
効果的な運用方法を確立させる。

 ② 人事評価制度の円滑な運用 ○
市長公
室

人事課
人事評価制度
研修受講者数

受講可能
な全職員

193

評価者研修を実施し、評価精度の向上を図り、評価の公平
性や標準化を進める。また、評価者と被評価者の面談を徹
底し、評価の納得性を高め、人材育成につなげていく。評価
結果を職員の任用・給与・分限等へ適正に活用する。

評価者研修を実施し、評価精度の向上を図り、評価の公平性や標準
化を進めた。また、評価者と被評価者の面談を徹底し、評価の納得性
を高め、人材育成につなげた。評価結果を職員の任用・給与・分限等
へ適正に活用した。

評価者研修を実施し、評価精度の向上を図り、評価の公平性や
標準化を進める。また、評価者と被評価者の面談を徹底し、評価
の納得性を高め、人材育成につなげていく。評価結果を職員の任
用・給与・分限等へ適正に活用する。
また、令和6年3月に人材育成基本方針を改定したことから、その
内容を反映した評価が行われるよう、人事評価制度の見直しに向
けた方針を作成する。

 ③ 多様な人材の確保 ○
市長公
室

人事課 採用者数 － 30
必要な人材確保のための採用試験を実施する。人材育成
のため国・県へ職員を派遣する。再任用職員を有効に活用
する。

必要な人材確保のための採用試験を実施した。人材育成のため国・
県へ職員を派遣した。再任用職員を有効に活用した。

必要な人材確保のための採用試験を実施する。人材育成のため
国・県へ職員を派遣する。再任用職員を有効に活用する。
また、組織内においても、若手職員が多くの経験を積み、ジェネラ
リストの育成を推進するため、閑散期に他課を手伝うといった年度
切替にしばられないジョブローテーションの導入を検討する。

 ④ 職員研修の充実 ○
市長公
室

人事課
職員研修受講
者数

－ 1,563
研修計画に沿って研修を実施する。職員アンケートを実施
し、次年度の研修計画を策定する。

研修計画に沿って研修を実施した。職員アンケートを実施し、次年度
の研修計画を策定した。人材育成基本方針を令和6年3月に改訂し、
求められる職員像を見直した。

改定した人材育成基本方針に基づき作成された研修計画に沿っ
て、研修を実施する。職員アンケートを実施し、次年度の研修計画
を策定する。

３　健全な財政運営
（１）自主財源の維持確保

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 有料広告収入の確保 ○
市長公
室

秘書課
有料広告枠数
（年間延べ数）

107 108

特にホームページのバナー広告掲載について、広報紙や
ホームページ、チラシなどでも掲載募集を周知するととも
に、現在の広告掲載事業者などへの案内にも力を入れてい
く。

広報紙の中に広告募集の掲載を行い有料広告の増加に努めたこと
で、新規申し込みが増加した。令和5年度と比較してホームページのバ
ナー広告が減少したが、実施計画値では計画どおり進んでいる。

ホームページのバナー広告について、より広告効果を高めるため
に、広告の常時表示等の強化を図る。また、バナー広告を含めた
広告掲載について、広報紙やホームページ、チラシ、SNSなどで掲
載周知を継続的に行っていく。

 ② 企業誘致及び市内企業の規模拡張 ◎
政策企
画部

企業誘
致・移住
推進課

☆新規誘致，
規模拡張件数

2 4
立地補助金のPRを行いながら、企業ニーズを踏まえた誘致
活動を実施する。

立地補助金の効果や、立地までのサポートなどを継続した結果とし
て、計画を上回る実績に繋がった。

新たに誘致を進める安居工業地域を中心に、立地補助金のPRを
行い企業ニーズを踏まえた誘致活動を実施する。

 ③ 
使用料及び手数料の定期的な見直
し

○
政策企
画部

企画政
策課

次期改定は令和９年４月の予定だが、昨年度の改定につい
て大部分を見送っているため、物価高騰などの社会情勢を
見極めて、必要であれば次期改定前の改定も検討する。

光熱費の高騰や修繕費の増加等の要因を踏まえて、令和５年７月１日
に３施設（ゆかいふれあいセンター、いこいの家「はなさか」、市立病院
個室）の使用料を改定した。

次期改定を令和９年４月に予定しており、明確な基準をもって金額
の見直しが行えるよう、条件基準（例：コストが○％上昇した料金
は、見直しを実施する）の作成を進める。
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番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

④ 中長期的な将来財政の推計 ○ 総務部 財政課
社会的経済情勢や国の動静を見極め、地方交付税をはじ
め、歳入の動向を見据えた中長期的な将来財政を推計し、
重点施策・重要事務事業などへの重点配分を行う。

国や県の動向を見極め、将来的財政を推計し、施策の見直しをし、重
点施策・重要事務事業など予算に反映した。また、予算編成前に予算
規模の目安を示した。

社会的経済情勢や国の動静を見極め、市税や地方交付税など歳
入の動向を見据えた中長期的な将来財政を推計し、重点施策・重
要事務事業などへの重点配分を行う。

⑤ 自主財源比率の向上 ○ 総務部 財政課 自主財源比率 35.8
37.9
(R4)

自主財源を確保するため、市税収納率を上げるだけでなく、
税外収入を増やしていくとともに、事務事業の見直し等によ
る歳出の削減に努め、依存財源に頼りすぎない財政体質の
確立を図る。

市税を中心に自主財源が増となったことで自主財源比率も向上した。
市税収納率の維持、向上など自主財源の確保に努める。使用料
や手数料の適正化や財産収入や寄附金の増など税外収入の確
保に努める。

⑥ 市税収納率の向上 ○ 総務部 収税課
収納率
（現年度）

98.8 98.8

収納率向上を図ると共に、税負担の公平性の確保と市民の
納税意識の向上を目指す。
①少額及び現年度のみの滞納者に早期対応し，自主納付
を促進する。
②高額滞納者・長期累積滞納者の徹底した財産調査による
滞納処分を進める。　　　　　　　　　　　　　③滞納処分の執
行停止（一部）により、滞納事案を整理する。

少額及び現年度の未納者に早期対応し、自主納付を促進した。また、
徹底した財産調査による滞納処分を実施することで収納率向上を図っ
た。「催告書等発送20,170通、財産調査36,525件、分納誓約書件数
191件、差押件数150件」

収納率向上を図ると共に、税負担の公平性の確保と市民の納税
意識の向上を目指す。
①少額及び現年度のみの滞納者に早期対応し，自主納付を促進
する。
②高額滞納者・長期累積滞納者の徹底した財産調査による滞納
処分を進める。
③滞納処分の執行停止（一部）により、滞納事案を整理する。

⑦ 債権管理の適正化（管理条例） ○ 総務部 収税課
債権管理条例に基づき放棄する債権を9月定例議会に報告
する。

債権管理条例に基づき放棄する債権を9月定例議会に報告した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、市税等、私債権の業務に携わる関係課職員を対象に、自治体
債権の滞納整理研修会を実施した。

債権管理条例に基づき放棄する債権を9月定例議会に報告する。

 ⑧ ふるさと寄附金（納税）制度の推進 □
政策企
画部

企業誘
致・移住
推進課

☆寄附金額（千
円）

180,000 174,864
優先順位をつけた上で、返礼品紹介ページのブラッシュアッ
プを実施し、現地決済型のふるさと納税を導入するなど、寄
附機運の促進と寄附機会の増加を図る。

栗関連商品の充実、ガバメントクラウドファンディングの実施などの新
たな取組を実施することで、寄附額の拡大を図った。

現地決済型ふるさと納税の充実やガバメントクラウドファンディン
グの拡大等、関係各所との連携を強化した取組により、さらなる寄
附機会の増加を図る。

 ⑨ 学校給食費収納率の向上 ◎ 教育部 学務課
☆収納率（％）
（現年度）

99.8 99.91

滞納分の債権について、前年度同様に直接訪問、通知によ
り整理を進め収納率の向上を目指す。また、現年度分につ
いては、児童手当からの特別徴収を行うなど引き続き収納
率の向上に努める。

滞繰分の債権について、直接訪問、通知により整理を進め、滞納件数
が残り２件となり、滞納繰越額の大幅な減少となった。また、現年度分
についても児童手当等から徴収を行い、例年並みの徴収率を維持出
来た。

滞納分の債権について、前年度同様に直接訪問、通知により整
理を進め収納率の向上を目指す。また、現年度分については、児
童手当からの特別徴収を行うなど引き続き収納率の向上に努め
る。

（２）歳出の適正化、公営企業会計・特別会計の経営強化

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

①
市民にわかりやすい財政状況の公
表

○ 総務部 財政課
笠間市の財政状況が市民に正しく認識されるよう周知する
ために、引き続き「わかりやすいかさまの予算」を作成し、公
表する。

「令和６年度わかりやすいかさまの予算」を作成し、団体等の総会時な
ど約4,500部配布した。また、ホームページにも公表した。

市の財政状況を周知するために、引き続き「わかりやすいかさま
の予算」を作成し、公表する。冊子からリーフレットへの変更など、
より市民に届く手法を検討する。

②
事務事業の見直しによる経常経費
の削減

□ 総務部 財政課 経常収支比率 90.1
90.2
（R4)

事業等の必要性や費用対効果について十分に検証し、更
なる事業内容の見直しやスクラップを進めていく。

経常経費充当一般財源の抑制を図った。また、令和5年度予算編成に
おいて、事業のスクラップの検討など事業の見直しを行った。（令和5
年度当初予算　事業廃止：4件、縮小：13件、統合：11件、改善：18件）

事業等の必要性や費用対効果について十分に検証し、更なる事
業内容の見直しを進めていく。
また、厳しい財政状況の中で市の財源には限りがあり、各課が真
に必要な予算を責任を持って要求することが徹底されるよう、令和
７年度当初予算の編成方針を作成する。

③
一般会計から特別会計等への適正
な繰出金の支出

○ 総務部 財政課
繰出基準等に基づき適正な繰出しを図るとともに、経営努
力や歳出抑制を促し、赤字補てん的な繰出金を縮減する。

予算編成において、繰出基準等により一般会計からの繰出根拠の明
確化を図り、予算に反映した。

繰出基準等に基づき適正な繰出しを図るとともに、経営努力や歳
出抑制を促し、赤字補てん的な繰出金を縮減する。

④ 財務書類の作成 ○ 総務部 財政課
令和4年度決算による財務書類を作成し、公表する。また、
予算編成や行政評価等に活用する。

令和4年度決算について統一的な基準により財務書類を作成し、公表
した。

令和5年度決算による財務書類を作成し、公表する。また、予算編
成や行政評価等に活用する。

⑤ 補助金の適正な交付 ○ 総務部 財政課
補助金等審査会において、予算要求のあったすべての補助
金を審査し、適正な補助金交付を行う。

補助金等審査会において、予算要求のあったすべての補助金を審査
し、予算に反映した。（令和5年当初予算　廃止・終了となった補助金：
21件622,682千円）

補助金等審査会において、予算要求のあったすべての補助金を
審査し、適正な補助金交付を行う。
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番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ⑥ 
ごみ減量化の推進による処理経費
の削減

◎
環境推
進部

資源循
環課

☆1人1日当たり
のごみ排出量
（g/人・日）

955 865
令和１０年度の新ごみ処理施設整備に向け、分別方法等に
ついて引き続き検討を行う。

「プラスチック資源循環法」に伴う使用済プラスチックの分別収集につ
いて、茨城県主催の勉強会に参加した。

新環境センター整備計画に合わせて、使用済プラスチックなどの
分別収集について整理・検討を行う。

 ⑦ 介護保険特別会計の経営健全化 ○
保健福
祉部

高齢福
祉課
地域包
括支援
センター

☆収納率（%）
（現年度分）

98.5 99.2

《収納率向上》口座振替の推奨、督促・催告、訪問等による
滞納整理、滞納処分等に伴い配当を受ける交付要求
《給付適正化》要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住
宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付
費通知、介護事業所実地・集団指導実施
《介護予防》住民主体運動教室の指導ボランティアの人材
育成と教室活動の支援

《収納率向上》口座振替の推奨、督促・催告による滞納整理を実施し
た。特に訪問徴収等により現年度分の滞納整理を強化し収納率上昇
につながった。現年度分については計画より0.7ポイント上回る事が出
来たが、年金から特別徴収できない年間年金収入18万以下の継続的
低所得者からの徴収が困難なことから、滞納繰越分については、計画
に達しなった。
《給付適正化》要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等
の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知、介護事業所
実地指導、集団指導を実施し適正化に努めた。
《介護予防》シルバーリハビリ体操・スクエアステップ教室、地域リハビ
リ育成事業、地域リーダースキルアップ研修など、自立した生活が送
れるように身近な場所で継続できる介護予防の取組を行った。住民主
体運動教室は、コロナ禍の影響を受け活動が制限されてきたが、５類
感染症に移行後は、参加者数が徐々に回復してきている。

《収納率向上》口座振替の推奨、督促・催告、訪問等による滞納整
理、滞納処分等に伴い配当を受ける交付要求
《給付適正化》要介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改
修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知、介
護事業所実地・集団指導実施
《介護予防》コロナ禍の影響を受け活動が制限されていた参加人
数の計画値については、高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第
9期　R6～R8）の計画値に合わせ修正し、引き続き住民主体運動
教室の活動支援と指導ボランティアの人材育成を推進していく。

 ⑧ 
国民健康保険特別会計の経営健全
化

○
保健福
祉部

保険年
金課

☆収納率（％）
（現年度分）

92.8 94.1
国保税の収納率向上や医療費の抑制対策は、国民健康保
険特別会計の経営健全化に不可欠であることから、引き続
き取り組みを推進していく。

 国保税の滞納繰越分については、徹底した財産調査による滞納処分
を実施。催告書等発送20,170通、財産調査36,525件、分納誓約件数
191件、差押件数150件、財産の無いものについては、法に沿った処分
を行った。現年度分については、昨年度に引き続き口座振替の推進と
平日・夜間・休日（年631件）の電話催告、また、督促状発送後の未納
者に対し、納期毎の再発行納付書を発送するなどの取り組みを行い、
収納率は0.2ポイント上昇した。
　医療費の抑制対策としては、ＡＩを活用した受診勧奨通知による特定
健康診査受診率向上、特定保健指導実施による予防医療、ジェネリッ
ク医薬品差額通知や希望シール配布による普及促進などに取り組ん
だ。

国保税の収納率向上や医療費の抑制対策は、国民健康保険特
別会計の経営健全化に不可欠であることから、引き続き取り組み
を推進していく。

 ⑨ 市立病院事業会計の経営健全化 □
市立病
院

経営管
理課

病床利用率の
維持

86.70% 85.30%

経営の健全化：病床利用率の維持
県立中央病院との連携強化継続のほか、一般病床、地域
包括ケア病床の適正な運用により、診療報酬の適切な算
定、単価向上を図る。

県立中央病院との定期的な連絡調整及び他の医療機関、福祉施設と
の連携により計画的なベッドコントロールを行うことで病床を効率的に
運用した。

経営の健全化：病床利用率の維持
県立中央病院との連携強化継続のほか、一般病床、地域包括ケ
ア病床の割合を地域医療構想及び診療報酬の観点から見直し、
報酬の適切な算定、収益の向上を図る。

 ⑩ 水道事業会計の経営健全化 □
上下水
道部

水道課
☆現年度分収
納率(％)

98.8 98.7

定期的な滞納整理（督促状、催告書の発送、給水停止）の
実施。給水停止については、滞納額が少額のうちに給水停
止予告を経て実施し、納入意識を高め滞納額が増加しない
ようにするほか、悪質な滞納者に対しては、適宜給水停止
等を実施する。
また、弁護士法人へ債権回収業務を委託し回収率の向上を
図る。

滞納者に対し督促9,724件・催告1,789件・給停予告1,275件・給水停止
156件を実施した結果、収納率は現年度分では0.1％増加した。
また、今回初の試みとして弁護士法人へ債権回収業務を委託したこと
により、これまで支払いに応じない債務者も支払いに応じ昨年度より
収納率が6.7％増加した。

定期的な滞納整理（督促状・催告書の発送,給水停止）の実施。給
水停止については、滞納額が少額のうちに予告を経て実施し、納
入意識を高め滞納額が増加防止に努める。なお、悪質な滞納者
に対しては、適宜給水停止等を実施する。
また、弁護士法人へ債権回収業務委託を継続し回収率の向上を
図る。

 ⑪ 公共下水道事業会計の経営健全化 ◎
上下水
道部

下水道
課

☆接続率（％） 91.5 91.9
農業集落排水事業との統合となり、更なる一般会計からの
繰入金の縮減に努める。

農業集落排水事業と統合し、農業集落排水事業について資本費平準
化債を借入れたことにより、一般会計繰入金を縮減した。

引き続き一般会計繰入金の縮減に努める。

 ⑫ 
農業集落排水事業特別会計の経営
健全化

□
上下水
道部

下水道
課

☆接続率（％） 77.5 77.2

引き続き、供用開始世帯及び未接続世帯に対して接続推進
に向けた取り組みを実施する。
公共下水道事業との統合となり、更なる一般会計からの繰
入金の縮減に努める。

公共下水道事業と統合し、農業集落排水事業について資本費平準化
債を借入れたことにより、一般会計繰入金を縮減した。

引き続き一般会計繰入金の縮減に努める。

（３）公共施設等の適正な管理

番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ① 光ファイバ網の民間譲渡 ▲
政策企
画部

デジタル
戦略課

引き続き民間企業との協議を継続し、譲渡に向けた調整を
行う。

引き渡しに伴い、他の光ファイバーと一束化しているケーブルの張り直
しが必要になり、譲渡にかかる新たな費用が発生することが判明した
ため、スケジュールを見直す必要が生じた。

引き続き民間企業との協議を継続し、引き渡し自体の是非を含め
再検討する。

 ② 
笠間市公共施設等総合管理計画の
推進

▲ 総務部
資産経
営課

公共施設の延
床面積削減(㎡)

1,912 -147 

施設所管課からなるワーキング委員と適正配置計画上で第
1期に位置している建物又は倉庫用途の建物について、計
画推進に向けた協議を重ね実行に移すようにマネジメント
する。

延べ床面積の縮減に向け、所管課から建物又は倉庫用途の建物の
状況をヒアリングにて確認し、その結果を利活用検討委員会に諮り、
今後の推進計画の方向性を確認した。

Ｒ７計画改訂に向けて、運営管理費や稼働率など調査協議を行
い、市民参加型のワークショップや市民アンケートを実施し計画の
改定を進める。
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番号 実施項目
進捗状況

（R５）
担当部 担当課 主要な指標

計画
(Ｒ５)

実績
(Ｒ５)

具体的な取組計画(Ｒ５) 具体的な取組結果(Ｒ５) 具体的な取組計画（Ｒ６）

 ③ 市有財産の有効活用 ○ 総務部
資産経
営課

遊休市有地の
処分(筆数)

5 5
売却促進に向け、茨城県住宅協会や住宅メーカーに物件紹
介をして、処分の推進を行う。また、価格については、近隣
土地の情勢を鑑み、実情に適した見直しを検討する。

住宅メーカー等に積極的に物件を紹介し、先着順よる公募等を７件実
施した。うち３件が売却できた。

先着順による公募物件は３件あり、条件を整理し処分の推進を行
う。また、新たに処分できる遊休地を選定し、積極的に処分してい
く。

 ④ 公共施設等の借地の解消 □ 総務部
資産経
営課

目標使用年数
を迎える借地契
約件数(施設)　
（１期）

11 11
笠間市公共施設等適正配置計画に基づき、施設所管課か
らなるワーキング委員と引き続き、公共施設の適正配置と
併せて借地を解消していく。

借地解消に向け、各公共施設の所管課と建物状況や計画進捗状況を
ヒアリングにて確認し、公共施設の適正配置化と併せて、協議を重ね
た。

Ｒ７計画改定に向けて施設の運営管理費や稼働率などの調査を
行うとともに、市民参加型のワークショップ等を実施し、公共施設
の適正配置と借地の在り方について考える。

 ⑤ 道路メンテナンス事業（橋梁） ▲
都市建
設部

管理課 ☆橋梁修繕数 6 3
点検:13橋
修繕:常磐道を跨ぐ橋梁6橋のうち、3橋（市施工範囲分の
み）を修繕する。

点検：13橋（早期措置及び緊急措置段階は無し）
修繕：常磐道を跨ぐ橋梁6橋（要修繕）のうち、3橋（NEXCO規制範囲外
のみ）を修繕した。

点検：6橋
修繕：常磐道を跨ぐ橋梁6橋（要修繕）のうち、4橋及びその他1橋
を修繕する。

 ⑥ 水道事業施設の計画的な修繕 □
上下水
道部

水道課
☆老朽管更新
事業（R3～R12)

26.4 20.2

市内に約８６５kmの水道管が埋設されており、老朽化や腐
食等の原因により破裂する危険性があることから、「老朽管
更新計画（令和２年１０月）」に基づき、令和３年度から令和
１２年度の１０年間に約２３．１６kmの管路更新を引き続き取
り組み、高額となる水道施設整備完了後は加速化していく。
水道施設の老朽化により令和３年度より着手した「宍戸浄
水場更新事業」、令和３年度より着手した「旭町導水中継場
新設事業」の早期完成に取り組み、安全安心な水道水を供
給できるよう進めていく。

老朽管更新事業において、事業投資額が高額となる宍戸浄水場更新
工事及び旭町中継場建設工事を優先しているため実績率が減となっ
た。
老朽管更新事業の計画延長１，６２０mに対し、９月補正において老朽
管更新工事１工区増した計７工区を発注（１，４８１m）して年度内に工
事完了した。
宍戸浄水場更新事業及び旭町導水中継場新設事業において、資材
調達（半導体等）に時間を要したことで工事完了年度が令和６年度と
延伸となったため実積率が減となった。
新宍戸浄水場外構工事を宍戸浄水場更新工事進捗に合わせて工事
発注した。
中継場建設工事において、９月補正で２か年継続費予算計上して工
事発注した。

市内に約８６５kmの水道管が埋設されており、老朽化や腐食等の
原因により破裂する危険があることから「老朽管更新計画（令和２
年１０月）」に基づき、令和３年度から令和１２年度の１０年間に約
２３．１６kmの管路更新を取り組んでいるが、令和６年度に高額と
なる水道施設整備が完了することから「老朽管更新計画」の中期
となる令和７年度に計画見直しすることで、より効率的に加速化に
向けた整備を実施していく。

 ⑦ 
公共下水道事業のストックマネジメ
ント計画の策定及び実施

▲
上下水
道部

下水道
課

改築工事の実
施(千円）

310,000 85,000
令和4年度繰越分及び、令和5年度分の汚泥脱水機の更新
工事を予定している。
また、次期ストックマネジメント計画の策定を予定している。

汚泥脱水機更新工事について、ケーブル等の受注停止により、令和4
年度分は令和6年度に繰越（事故繰越）、合わせて令和5年度分は令
和6年度へ繰越（明許繰越）となった。
次期ストックマネジメント計画は、令和6年度に策定する。

繰越（事故繰越、明許繰越）となった汚泥脱水機更新工事を年度
内に完成させる。

 ⑧ 
農業集落排水事業のストックマネジ
メント計画の実施

○
上下水
道部

下水道
課

改築工事の実
施（千円）

99,500 134,514
令和5・6年度においては、処理施設の更新を予定しており、
令和5年度当初で実施設計委託を行い、2年間で機器更新
工事を実施する。

令和4年度から繰越工事である中継ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事は完了した。
令和5年度事業の実施設計委託、処理施設更新工事は、スケジュー
ルどおり進んでいる。

令和5年度、令和6年度2か年間の処理施設更新工事を完了させ
る。また、最適整備構想に基づき、供用開始後20年を経過する施
設の機器更新工事の準備をする。
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